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【年通号数】公開・登録公報2015-008
【出願番号】特願2014-223713(P2014-223713)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月24日(2015.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　リーチ状態となった後にリーチ演出を実行するリーチ演出実行手段を備え、
　前記リーチ演出実行手段は、第１リーチ演出と、該第１リーチ演出の後に所定演出を経
由して実行される第２リーチ演出と、を少なくとも実行可能であり、
　前記所定演出として、可変表示を仮停止態様とした後、可変表示を再開させる第１発展
演出、または可変表示を仮停止態様とせずに可変表示を行う第２発展演出を実行する発展
演出実行手段と、
　可変表示が開始されてからその後に前記リーチ演出実行手段により前記リーチ演出が実
行されるリーチ状態となる前までに可変表示を仮停止させてから再開する再可変表示を所
定回実行する再可変表示実行手段と、
　をさらに備え、
　前記リーチ演出実行手段は、前記再可変表示実行手段により前記再可変表示が特定回数
以上実行されるときは、前記第１リーチ演出の後に前記所定演出を経由して前記第２リー
チ演出を実行し、
　前記発展演出実行手段は、前記再可変表示実行手段により前記再可変表示が前記特定回
数以上実行されるときには、前記所定演出として前記第２発展演出を実行する
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
（１）上記目的を達成するため、本発明の遊技機は、可変表示を行い、遊技者にとって有
利な有利状態（例えば大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機１）
であって、リーチ状態となった後にリーチ演出を実行するリーチ演出実行手段（例えば演
出制御用ＣＰＵ１０１がステップＳ８０２やＳ８０３の処理を実行する部分）を備え、前
記リーチ演出実行手段は、第１リーチ演出（例えばノーマルリーチのリーチ演出）と、該
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第１リーチ演出の後に所定演出（例えばリーチ中演出）を経由して実行される第２リーチ
演出（例えばスーパーリーチのリーチ演出αやリーチ演出β）と、を少なくとも実行可能
であり、前記所定演出として、可変表示を仮停止態様とした後、可変表示を再開させる第
１発展演出（例えば「仮停止後＋１」や「仮停止後－１」の発展演出）、または可変表示
を仮停止態様とせずに可変表示を行う第２発展演出（例えば中図柄を仮停止させずにスー
パーリーチとする演出）を実行する発展演出実行手段（例えば演出制御用ＣＰＵ１０１が
ステップＳ９０３の発展演出決定処理における決定結果に基づいてステップＳ８０２の処
理を実行する部分）と、可変表示が開始されてからその後に前記リーチ演出実行手段によ
り前記リーチ演出が実行されるリーチ状態となる前までに可変表示を仮停止させてから再
開する再可変表示（例えば擬似連変動）を所定回実行する再可変表示実行手段（例えば演
出制御用ＣＰＵ１０１がステップＳ８０２において「擬似連」の特定演出を実行する部分
）と、をさらに備え、前記リーチ演出実行手段は、前記再可変表示実行手段により前記再
可変表示が特定回数（例えば３回）以上実行されるときは、前記第１リーチ演出の後に前
記所定演出を経由して前記第２リーチ演出を実行し（例えば、図８、図９に示すように擬
似連変動が３回である場合には必ずスーパーリーチとなり）、前記発展演出実行手段は、
前記再可変表示実行手段により前記再可変表示が前記特定回数以上実行されるときには、
前記所定演出として前記第２発展演出を実行する（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１はス
テップＳ９２５にてＮと判定されたときのみステップＳ９２７～Ｓ９３０の処理を実行す
る）ことを特徴とする。
　このような構成によれば、第２リーチ演出が実行されることが確定している場合には、
第１発展演出を実行しないので、無駄な演出を省くことができ、遊技の興趣が向上する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（２）上記（１）の遊技機において、前記有利状態に制御するか否かを表示結果の導出表
示以前に決定する決定手段（例えばＣＰＵ５６がステップＳ６１の処理を実行する部分）
をさらに備え、前記発展演出実行手段は、前記決定手段により前記有利状態に制御すると
決定された場合に、前記決定手段により前記有利状態に制御しないと決定された場合より
も、高い割合で前記第１発展演出を実行する（例えば図７０に示す発展演出決定テーブル
３０３の設定では、可変表示結果が「大当り」である場合、可変表示結果が「ハズレ」で
ある場合よりも、第１発展演出を実行することに決定される割合が高くなっている）よう
にしてもよい。
　このような構成によれば、遊技者が発展演出に注目するようになり、遊技の興趣が向上
する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（３）上記（１）または（２）の遊技機において、前記有利状態に制御するか否かを表示
結果の導出表示以前に決定する決定手段（例えばＣＰＵ５６がステップＳ６１の処理を実
行する部分）をさらに備え、前記発展演出実行手段は、前記第１発展演出として、第１停
止出目発展演出（例えば「仮停止後発展－１」の発展演出）と、該第１停止出目発展演出
とは異なる第２停止出目発展演出（例えば「仮停止後発展＋１」の発展演出）と、を実行
可能であって、前記決定手段により前記有利状態に制御すると決定された場合、前記第１
停止出目発展演出を前記第２停止出目発展演出より高い割合で実行する（例えば、図７０
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に示す発展演出決定テーブル３０３の設定では、可変表示結果が「大当り」である場合、
「仮停止後発展＋１」よりも「仮停止後発展－１」のパターンに決定されやすくなってい
る。）ようにしてもよい。
　このような構成によれば、第１発展演出の演出態様により特定表示結果となる割合が異
なるので、遊技者がより第１発展演出に注目するようになり、遊技の興趣が向上する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（５）上記（１）から（４）のいずれかの遊技機において、前記有利状態に制御するか否
かを表示結果の導出表示以前に決定する決定手段（例えばＣＰＵ５６がステップＳ６１の
処理を実行する部分）をさらに備え、前記リーチ演出実行手段は、それぞれ表示態様の異
なる複数種類の前記第２リーチ演出（例えばリーチ演出αとリーチ演出β）を実行可能で
あり、前記決定手段の決定結果に応じて異なる割合で前記第２リーチ演出の表示態様を実
行し（例えばＣＰＵ５６がステップＳ３０１の処理を実行し）、前記発展演出実行手段は
、前記第１発展演出として、第１停止出目発展演出（例えば「仮停止後発展－１」の発展
演出）と、該第１停止出目発展演出とは異なる第２停止出目発展演出（例えば「仮停止後
発展＋１」の発展演出）と、を実行可能であって、前記リーチ演出手段における前記第２
リーチ演出の表示態様に応じて、異なる割合で前記第１停止出目発展演出または前記第２
停止出目発展演出を実行する（例えば、図７０に示す発展演出決定テーブル３０３の設定
では、リーチ演出αである場合と、リーチ演出βである場合と、発展演出パターンの決定
割合が異なっている）ようにしてもよい。
　このような構成によれば、第１発展演出の演出内容によって、第２リーチ演出の表示態
様の実行割合が異なるので、遊技者が第１発展演出に注目するようになり、遊技の興趣が
向上する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（６）上記（１）から（５）のいずれかの遊技機において、前記有利状態に制御するか否
かを表示結果の導出表示以前に決定する決定手段（例えばＣＰＵ５６がステップＳ６１の
処理を実行する部分）と、前記決定手段の決定結果にもとづいて、前記特定表示結果とな
る可能性があることを予告する予告演出として、予め定められた系統に従って１段階から
複数段階（例えば、４段階）まで演出が段階的に変化する予告演出（例えば、図７３に示
すように予告演出Ａ～Ｄが段階的に変化する予告演出）であり、前記特定表示結果となる
場合に前記特定表示結果とならない場合よりも高い割合で予め定められた段階まで演出が
変化するステップアップ予告演出（例えば、第１ステップアップ予告演出）のステップア
ップをどの段階まで実行するかを決定するステップアップ予告演出決定手段（例えば、演
出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ５１７の予告演出設定処理を実
行する部分）と、前記ステップアップ予告演出決定手段により決定された前記ステップア
ップ予告演出を実行するステップアップ予告演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロ
コンピュータ１００におけるステップＳ８４６～Ｓ８５５の処理を実行する部分）と、を
さらに備え、前記ステップアップ予告演出決定手段は、前記ステップアップ予告演出を実
行するとき（例えば、ステップＳ５７３のＹ）に、予め定められた通常系統で演出（例え
ば予告演出Ａ～Ｄ）が段階的に変化する通常ステップアップ（例えば、図７３に示すメイ
ンステップアップ）とするか、所定段階（例えば第１段階または第２段階）までは前記通
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常系統と共通の演出（例えば予告演出Ａまたは予告演出Ｂ）に変化し、前記所定段階以降
は前記通常系統と異なる演出（例えば、予告演出Ｅまたは予告演出Ｇ）に変化する分岐系
統で演出が段階的に変化する分岐ステップアップ（例えば、図７４に示す第１分岐ステッ
プアップまたは図７５，図７６に示す第２分岐ステップアップ）とするかと、前記ステッ
プアップの変化の段階数（例えばステップ数）と、を予告決定用データ（例えば、図８３
～図８８に示す第１予告設定テーブルに設定されているデータ）にもとづいて決定するこ
とによりステップアップ演出態様を決定するステップアップ演出態様決定手段（例えば、
演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ５７４，Ｓ５７５の処理を実
行する部分）を含み、前記ステップアップ予告演出実行手段は、前記識別情報の可変表示
の実行中において、前記識別情報の可変表示の開始から初回の仮停止表示までの期間、お
よび再可変表示中の期間に予告演出を実行し（例えば、図１０４に示すように、識別情報
が可変表示（再可変表示を含む）する期間に、ステップアップ予告演出が実行される）、
前記予告決定用データは、前記識別情報の可変表示の開始から初回の仮停止表示までの期
間、または前記再可変表示中の期間のうちの一の期間に実行される前記ステップアップ予
告演出として、前記分岐ステップアップを決定する場合には、当該一の期間の次回の再可
変表示中の期間に実行される前記ステップアップ予告演出として、当該一の期間に実行さ
れる前記ステップアップ予告演出として前記分岐ステップアップを決定しない場合よりも
、前記分岐ステップアップを決定する割合が高くなるように設定されている（例えば、図
８７に示す第１予告設定テーブルに示すように、１回目の変動時に分岐ステップアップ予
告演出Ｅ，Ｆが実行される場合には、当該１回目の変動時に分岐ステップアップ予告演出
Ｅ，Ｆが実行されない場合（つまり、当該１回目の変動時に通常ステップアップ予告演出
であるステップＢが実行される場合）よりも、２回目の変動時に分岐ステップアップ予告
演出Ｅ，Ｆが実行される割合が高くなるように設定されている）ようにしてもよい。
　このような構成によれば、一旦分岐ステップアップに決定されると以降は分岐ステップ
アップに決定されやすくなるので、再可変表示が分かりやすくなり、遊技者を混乱させず
、遊技興趣を向上させることができる。
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